
 

 

平 成 2 3年 6月 7日 

福 祉 保 健 局 

 

生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視結果について 

 

 東京都では、厚生労働省通知「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施につい

て」に基づき、平成23年5月6日から5月31日まで、特別区・八王子市・町田市と連携して緊急

監視を実施しました。今回、全期間を通じての監視結果を取りまとめましたので、お知らせし

ます。 

 

 １ 実施結果 

 飲食店営業 食肉処理業 食肉販売業 合計 

営業許可施設数（平成21年度末） 137,335 909 13,528 151,772

調   査   施   設   数 5,302 497 1,330 7,129

生食用食肉（牛肉・馬肉）の 

取扱いがある施設数 
（ ）内は調査施設数に対する％ 

842

(15.9%)

53

(10.7%)

154 

(11.6%) 

1,049

(14.7%)

衛生基準通知に適合しない施設数 

（ ）内は生食用食肉取扱い施設数に対する％

661

(78.5%)

11

(20.8%)

49 

(31.8%) 

721

(68.7%)

 

    【飲食店の調理段階における主な不適合事項（複数該当の施設あり）】 

・肉表面の細菌汚染を除去できるようなトリミング処理ができていない (51.4%) 

・器具の洗浄消毒を、衛生基準で示された83℃以上の温湯で行っていない (49.5%) 

・生食用専用の調理器具を用いていない (18.6%) 

 

２ 今回の緊急監視で明らかになった事項 

（１）飲食店における生食用の原料食肉について 

牛ユッケ等、生で牛肉を提供していた飲食店の多くでは、生食用として販売されていた

ものではない原料肉を仕入れ、各施設で生食用に加工･提供していました。 

一方、馬刺し等、生で馬肉を提供していた飲食店の多くでは、食肉処理の段階で生食用

に加工され容器包装に入れられたものを原材料として使用し、提供していました。 

（２）牛肉と馬肉の適合状況について 

生食用ではない原料を仕入れ生食用に加工している飲食店が多い牛肉の場合と、生食用

に加工された原料を使用する飲食店が多い馬肉の場合では、衛生基準の適合割合に大きな

差がありました。（牛肉の場合：0.5%、馬肉の場合：42.2%） 

  

 

 

資料６



 

 

 ３ 今後の対応 

（１）営業者への指導 

・ 東京都では特別区等と連携し、生食用食肉を取り扱う施設に対する監視指導を継続し

て実施していきます。 

・ 今後も引き続き、食肉処理業及び食肉販売業に対しては、適切な生食用食肉の加工や

表示について指導していきます。また、飲食店に対しては、適正に加工された原料肉を

仕入れ、専用の器具を用いて調理するよう指導していきます。 

・ 近年、都内では、鶏肉や牛レバーの生食を原因とするカンピロバクター食中毒が多発

しています。このため、引き続き鶏肉等については、生で提供しないよう監視指導を行

い、食中毒の未然防止に努めていきます。 

（２）消費者への普及啓発 

  東京都のホームページでの情報提供、保健所窓口等でのリーフレットの配布、消費者の参

加する講習会等を通じて、食肉の生食のリスクについて普及啓発を行っていきます。 

 

 

 

 

 

【参 考】 

・今回の緊急監視では、飲食店営業施設（レストラン・中華料理店・食堂等、客席を設けて飲食物

を調理提供する施設）のうち、焼肉店などを中心に立入を実施した。 

・食肉処理業とは、食肉を整形加工する営業で、小売をしないものをいう。 

・食肉販売業とは、店舗を設け、食肉を販売する営業をいう。スーパー、コンビニエンスストア等

の営業形態も含む。 

 

【東京都における腸管出血性大腸菌・カンピロバクターを原因とする食中毒発生状況】 

   

平成22年累計（12月31日まで） 平成23年（1月～6月1日）※  
件数 患者数 件数 患者数 

カンピロバクター 36(33) 289(232) 11(8) 70(41) 

腸管出血性大腸菌 5(2) 10(5) 1(0) 3(0) 

※ 速報値 

     （  ）内は肉の生食が原因又は献立に生食肉が提供された事例の再掲 
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生食用食肉を取り扱う施設に対する監視指導の徹底について 

 

 

本年５月５日付け食安発0505第１号により実施した生食用食肉を取り扱う営

業施設に対する緊急監視の結果について、本日、別添のとおり取りまとめたの

で、お知らせします。 

本監視結果を踏まえ、引き続き下記により、監視指導方お願いします。 

 

記 

 

１．生食用食肉の衛生基準に適合しなかったため、生食用食肉の取扱いを中止

するよう指導した施設について、引き続き、監視指導を行い、当該施設が取

り扱いを再開しようとする場合は、改善結果について衛生基準に適合してい

ることを確認すること。 

２．生食用食肉を取り扱う施設（新たに提供を開始する施設を含む。）について

は、引き続き、夏期一斉取締り等において、監視指導を行い、衛生基準通知

が徹底されるよう重ねて指導すること。 

３．本年５月 10 日付け食安発 0510 第１号にて通知した、生食用食肉を提供す

る飲食店における生食用の加工を行った施設等の店内、メニュー等への掲示、

また、業者間取引において生食用の加工を行っているか否かの文書による確

認を行うよう指導すること。 



生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の結果（概要） 

 

１ 生食用食肉を取り扱っている施設数 

飲食店営業 食肉処理業 食肉販売業 合計 

14,708 施設 674 施設 4,474 施設 19,856 施設 

※既に提供を取りやめた施設は除く。中間報告の自治体を含む。 

 

２ 衛生基準通知に適合している、又は適合していない施設数 

 合計 
割合

(%) 
飲食店営業 

割合

(%) 
食肉処理業 

割合 

(%) 
食肉販売業 

割合

(%) 

適合してい

る施設 
10,405 施設 52.4 7,086 施設 48.2 438 施設 65.0 2,881 施設 64.4

適合してい

ない施設 
9,451 施設 47.6 7,622 施設 51.8 236 施設 35.0 1,593 施設 35.6

合計(再掲) 19,856 施設 － 14,708 施設 － 674 施設 － 4,474 施設 － 

※割合は構成比 

 

３ 衛生基準通知の項目ごとの適合していない施設数 

内容 合計 
割合

(%) 

飲食店

営業 

割合

(%) 

食肉処

理業 

割合 

(%) 

食肉販

売業 

割合

(%) 

トリミングを行う場所が他の設備と

明確な区分がされていない。 

洗浄消毒のための専用の設備が設け

られていない。 

781 8.3
 

 105 44.5 676 42.4

トリミングや調理に用いる加工台、ま

な板、包丁等の器具が専用のものが用い

られていない。 

2,497 26.4 2,007 26.3 67 28.4 423 26.6

トリミングの直前の手指や器具の洗

浄消毒、肉塊が接触していた面以外の場

所に裏返して行う等の適切な処理が行

われていない。 

１つの肉塊のトリミング終了ごとに、

手指、器具の洗浄消毒等が実施されてい

ない。 

3,106 32.9 2,607 34.2 58 24.6 441 27.7

細切の直前や１つの肉塊の細切終了

ごとに、手指、器具の洗浄消毒等が実施

されていない。 

242 2.6 26 11.0 216 13.6

器具の洗浄消毒に 83℃以上の温湯が

用いられていない。 
4,851 51.3 3,873 50.8 123 52.1 855 53.7

手指の洗浄消毒が薬剤を用いて行わ

れていない。 
730 7.7 617 8.1 12 5.1 101 6.3

手指、器具が汚染された際に、その都

度、洗浄消毒が行われていない。 
2,377 25.2 1,956 25.7 47 19.9 374 23.5

生食用食肉の温度が 10℃以下に管理

されていない。 
678 7.2 605 7.9 10 4.2 63 4.0

（別 ） 



内容 合計 
割合

(%) 

飲食店

営業 

割合

(%) 

食肉処

理業 

割合 

(%) 

食肉販

売業 

割合

(%) 

漬け込み等の浸透性のある処理が行

われていた。 
267 2.8 229 3.0 5 2.1 33 2.1

有蓋の保存容器が使用されていない。 383 4.1 347 4.6 8 3.4 28 1.8

保存、運搬時の温度の測定が行われて

いない等、温度管理が行われていない。
295 3.1 258 3.4 1 0.4 36 2.3

自主検査が実施されておらず、成分規

格目標の適合が確認されていない。 
8,036 85.0 6,663 87.4 172 72.9 1,201 75.4

生食用である旨、食肉処理場の都道府

県名、処理場名が表示されていない。 
789 8.3  121 51.3 668 41.9

計(実数、再掲) 9,451  7,622 － 236 － 1,593 －

※割合は構成比 

 

４ 指導通知*1に基づく実施施設数 

内容 飲食店営業 
割合*2 

(%) 

生食用加工を行った施設等の掲示 9,145 施設 62.2 

業者間取引の文書による確認 10,243 施設 69.6 

※１ 指導通知： ５月 10 日付け食安発 0510 第１号「生食用食肉を取り扱う飲食店にお

ける情報提供について」 

※２ 割合は、１の生食用食肉を取扱っている飲食店営業施設数（14,708 施設）に対す

る割合 
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に
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な
い
施

設
」
に
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用
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に
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る
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